
いばらきリスキリング推進宣言企業
を募集します！

「いばらきリスキリング推進宣言制度」は、県内の企業等が従業員のリスキリングを
推進することを宣言書として明確化するとともに、その内容を県や企業自身のＨＰなど
で広く公表することで、県内の企業等におけるリスキリングの推進と、意識啓発や機運
の醸成を図ることを目的としています。

この趣旨にご賛同いただき、宣言をしていただける企業・事業所・団体等を随時募集
します。

【問合せ先】
茨城県産業戦略部産業人材育成課人材育成グループ
TEL 029-301-3653 E-mail rousei4@pref.ibaraki.lg.jp

▲宣言書イメージ

経営戦略・人材戦略の下、従業員に成長の機会を与え、企業の持続的な発展を目指し
積極的にリスキリングに取組んでいる企業としてイメージアップに繋がります。

リスキリングの取組を宣言し、ホームページなどで広く公表することにより、企業と
しての人材育成の方針が社内外に表明でき、従業員のエンゲージメント（会社への愛
着や貢献意欲）の向上や優秀な人材の確保に繋がることが期待されます。

宣言のメリット

宣言事項詳細の確認、申請書のダウンロード及び
申込み等につきましては、ポータルサイト「いば
らきリスキリングプロジェクト」から▶▶▶
https://ibaraki-rs.jp/promotion/declaration/

宣言の流れ

① 申請書に必要事項を記入してください。
② いばらき電子申請・届出サービスから申請書を添付
の上、申請してください。

③ 県が申請内容を確認し、登録の決定し、メールで通
知します。

④ 承認後、宣言書PDFデータをポータルサイトに掲載
しますので、ダウンロードの上、自社ホームページ
等への掲載や社内掲示等のご協力をお願いします。

随時
募集中


